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 今は、法化社会と呼ばれるように、ビジネスの場で法律の知見を持った人材
のニーズが高まっています。いわゆる法務部業務ではなく、M&Aや知的財産
権、独占禁止法等の競争法が分かる、ジェネラルな人材です。

 そうしたリーガルイシューは、グローバルにビジネスを展開する企業では日
常的に発生するものだからです。

 多くの海外企業には法曹資格を持つマネジメント層がいるのに対し、日本企
業の側は弁護士に相談する他ない。これでは国際競争に勝てるはずもありま
せん。

（引用）経済同友会インタビュー記事より（2014/6）https://www.doyukai.or.jp/publish/2014/pdf/2014_06_04.pdf

法務機能強化を求める日本の経営者の声

 経営共有基盤 代表取締役ＣＥＯ 冨山 和彦 氏
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 グローバル企業なら法務担当役員をおくべきだ。事業をチェックし、意思決定にもかか
わり、長期的に法令順守の風土を社内に醸成する役割を担う。弁護士として専門的な助
言をするだけでなく、役員としてビジネス面の助言ができることも重要だ。

 日本企業は外部の法律事務所に依存している。だが、報酬の高い外部弁護士に頼むよ
り、法務担当役員や充実した法務スタッフを抱えた方が経済的に効率が良い。米企業で
は社内に取り込む傾向が強まっている。

2017年4月3日 日本経済新聞朝刊

法務機能に関するアメリカの有識者の声

 GC（※）は、…取締役・CEO・ビジネスリーダーの良きパートナーでありつつ、しか
し最終的には企業のガーディアンとしての役目を果たさねばならない…。

 企業の健全性が、世界規模で飛び交う、複雑で急速に変化する法律、規制、訴訟、公共
政策、政治、メディアおよび圧力団体の要求を上手く捌くことによって保たれるので、
GCは、取締役、CEO、ビジネスリーダーから、今や最高財務責任者（CFO）に匹敵す
る重要性を有すると考えられている。

※GC：General Counsel 事務局による注釈
NBL No.1100 （2017.6.15）より抜粋

 ベン・W・ハイネマン氏（ハーバード・ロースクール シニア・フェロー）

 アレックス・ディミートリエフ 上級副社長 兼 ゼネラルカウンセル（米GE）
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 法務部は想像以上にストッパーになってしまっている。事なかれ主義が根強い。
 事業部は、法務部門対策のロジック作りがコストとなっており、ロジック作りを請け負うことがあ
る。

 事業部が考えている新規事業につき、法務部門から法令抵触の懸念が指摘され、代替案の提案もな
いのでそれ以上進められなかった。

 事業部門があるベンチャー企業への出資と共同開発の構想を進めていた際、成果物の帰属割合につ
き、出資する以上は全て取得してしかるべきとの法務部門のこだわりにより当該ベンチャー企業と
の間で契約条件が折り合わず、互いの熱が冷めた。

 外資系企業を買収した後、法務部が相手企業の法務部（有資格者で構成）からの質問に答えられ
ず、相手にされなくなった事例がある。

ポジティブな意見
 「プラクティスと違う」という社内意見により停滞していた案件について、社内弁護士が法律上問
題がないことを明らかにし、所管官庁に相談したことで一気に前進した。

 事業部門が早い段階で法務部に相談に来ることにより、事案を交通整理して無駄な検討を回避した
り、スキームの見直しを指摘することができている。

 M＆Aの際、法務部が外部弁護士をコントロールすることで、弁護士費用を抑えつつ企業にとって
必要なサービスを受けることができた。

 法務が、事業部門間での事業の重複を発見し、両部門に働きかけることで重複を解消した。
 システムのトラブルにより、顧客に対する債務不履行を免れ得ない場面で、会社としてどのリスク
をとるかにつき、法務部門が短時間で最も合理的判断をし、レピュテーションの毀損を免れた。

ネガティブな意見

日本企業の法務部門の実態（６）～ヒアリング結果～
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法務機能強化に向けた課題（仮説）
 経営層の理解不足

－経営層が法務部門の有用性を「発見」できておらず、単なるチェック役と認識。
－法務部門の評価が事業への貢献度とリンクしていない。

 リスクテイク、リスクマネジメントの発想がない
－経営層が、リスクがないことの証明を要求し、リスクを飲み込む判断ができていない。
－事業部門が、経営層の意向をおもんばかるあまり、リスクのある提案をできていない。

 会社組織の問題
－複雑化するリスクに対して総合的な判断が重要になっているが、会社組織が縦割りであるため
守備範囲（法務、経営企画、財務、人事、広報等）から漏れる分野や、複数にまたがる分野を
担う部署・人材がいない。

－経営層と法務部門が直結しておらず、法務部門に経営全般の情報が共有されていない。

経営層の意識改革と法務人材の育成が課題

会社側のファクター

 受け身の姿勢
－ルーティンで仕事が持ち込まれるため、率先して事業部に協力（サービス）する気持ちがない。
－会社の置かれた状況が分からず、仮に事業が成功しても評価されず、新たなアイデアを生み出す
インセンティブも危機感もない。

 事業部門と法務部門間のコミュニケーション不足
－〝リスクを乗り越えるために知恵を結集する議論〟に至らず、新規事業の芽が育たない。
－事業部門との対話を通じて実行可能な代替案を探求できるだけの知識・経験を備えていない。

法務部門側のファクター
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本研究会の目的と主な論点

【論点】
 経営層のリーガルイシューへの向き合い方

 コンプライアンス推進、グローバル化対応、イノベーション創
出等の企業の競争力強化に対して求められる法務機能とは何か

 企業の法務機能の底上げ、人材育成、人材供給のあり方

 経済やビジネスのグローバル化、IT技術をはじめとするイノベーションの進展等によって、企
業のリーガルリスクはこれまで以上に拡大・複雑化している。

 こうした状況下において、外国企業との競争に勝っていくためには、経営にリーガルの視点が
不可欠となっており、リスクの把握・評価において法務部門が果たす役割が増大してい
る。

 そのため、①コンプライアンス・規制強化への対応、②さらなるグルーバル化への対応、③イ
ノベーションの実現、に向けて法務部門に新たに求められる役割を整理することで、日本
企業の競争力強化に資する「経営」と「法務機能」のあり方を提示することを目的とする。




